
差
別
解
消
の
た
め
に

　
わ
た
し
た
ち
が
人
間
ら
し

く
生
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
幸
せ
を
築
い
て
い
く
権
利
が
「
人
権
」

で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
侵

す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
さ

れ
て
い
ま
す
。女
性
や
子
ど
も
、高
齢
者
、

障
が
い
の
あ
る
人
、
外
国
人
な
ど
に
関

す
る
問
題
や
同
和
問
題
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
人
権
侵
害
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
対
す
る
問
題
な
ど
、
現
実
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
差
別
を
解
消

す
る
た
め
、
平
成
28
年
４
月
に
「
障
害

者
差
別
解
消
法
（
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）」、

６
月
に
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
（
本

邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的

言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に

関
す
る
法
律
）」、
12
月
に
「
部
落
差
別

解
消
推
進
法
（
部
落
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
法
律
）」
の
い
わ
ゆ
る
差
別

解
消
３
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
に

　
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　

市
で
は
、
差
別
解
消
３
法
を
市
民
に

じ けん ん

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
の
啓
発
事

業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
差
別
解
消
３
法
に
関
す
る
悩
み

を
抱
え
て
い
る
人
の
相
談
先
と
し
て
、

「
人
権
侵
害
に
関
す
る
特
設
無
料
法
律
相

談
」
を
試
行
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
に
は
、

市
民
と
行
政
が
一
体
と

な
り
、
人
権
を
自
分
自

身
に
関
わ
る
身
近
な
問

題
と
し
て
と
ら
え
、
気

づ
き
、
考
え
、
行
動
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

わ
た
し
た
ち
一
人
一
人

が
法
律
の
趣
旨
を
正
し
く
理
解
し
、
誰

も
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
実
現
し

ま
し
ょ
う
。
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す
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特
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料
法
律
相
談
】

■
と
　
き　
原
則
毎
月
第
４
金
曜
日

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　
　
　
　
　
（
予
約
制
、
1
人
30
分
）

■
と
こ
ろ　
市
役
所
本
館
10
階
理
事
者
控
室

■
対
　
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人


